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放射能基礎知識 その１ 原発関連の言葉について、正しい知識を持ちましょう。 

                         電球に例えてみると・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
≪単位は？≫ 
・ベクレル（Bq）：放射能（放射線を出す能力）の強さを表す単位。１Bq＝１秒間に１個原子核が壊変（放射

線を出して状態を変えること）すること。 

※原子核：物は全て原子という小さな粒からできている。原子の中心にあるのが原子核。 

・グレイ（Gy）：放射線のエネルギーが物質（人体）に吸収された量を表す単位。１Ｇｙ＝１㎏の物質が受けた

エネルギーの量。 

・シーベルト（Sv）：人体への影響を表す単位。被ばく（放射線を浴びること）したときの放射線量も Sv で表さ

れる。放射線量が低い時は、mSv（ミリシーベルト）を使う。１Sv＝１０００mSv。 

 

 

 
アルファ（α ）線、ベータ（β ）線：原子核から放出される

光速の粒子 

ガンマ（γ ）線：高いエネルギーを持った電磁波 

エックス（Ｘ）線、中性子線：人工的に作り出された物 

 

などがあり、それぞれ突き抜ける能力が違う 

放射線：電磁波や粒子線のこと。目に見えず、にお

いもしない。身体にあたっても痛みもなく、通り抜け

ても感じない。 

放射性物質：放射能を有する物質 

「光」を出すと、「電球」の「光を出す能力」が弱くなる⇒

「放射線」を出すと「放射性物質」の「放射能」の力が

弱くなる 

放射能：放射線を出す性質（能力） 

放射線は特別な物ではありません。 

私達の周りにもごく普通に存在しています。 

詳しくは次号で！ 

★図の出典：「原子力教育支援情報提供サイトあとみん」http://www.atomin.go.jp/index.html 
★参考：「原子力教育支援情報提供サイトあとみん」http://www.atomin.go.jp/index.html 

「新・？を！にするエネルギー講座」 http://www.iae.or.jp/energyinfo/index.html 
「よくわかる原子力キッズページ」 http://www.nuketext.org/indexkids.html 
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「市役所や銀行、病院などの窓口の呼び出しが聞こえない」などという場合に、便利なのがこの機

械。無線である程度の距離にも対応できるので、聴覚障害者だけではなく、寝たきりの方や二世帯

家族での呼び出しにも使うことができます。 

といっても、こうした機械を聴覚障がい者自身が持つのではなく、公共機関や様々な場所で準備し

てあることが望ましいですね。 

【機器名】合図くん 05  

特徴双方向呼出しが可能。100ｍ離れていてもＯＫ。 

【問合せ】ＷＰ株式会社 

 FAX03-3229-2277/TEL03-3229-2282 
 

【機器名】ウインブル 2  

特徴単方向の呼出し。30ｍ離れていてもＯＫ。 

【問合せ】株式会社自立コム 

 FAX03-3476-2425/TEL03-3476-2160 

 

 

前回、聴覚障がい者のコミュニケーション方法について話をしました。では、そのコミュニケー

ションはどのように保障されているのでしょう。 

コミュニケーション支援事業 ＜障害者自立支援法の地域生活支援事業のひとつ＞ 

「意思疎通に支障がある障害者に、手話通訳等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図る」ために、

意思疎通の仲介を行う人達を派遣する制度があるのです。 

 この事業は、市町村の必須事業となっていますのでお住まいの市町村に派遣事業があるか、ぜひ

確認してみてください（※一部の市町村では、山形県聴覚障害者協会に派遣調整を委託している場

合があります）。 

 ぜひ手話通訳・要約筆記の派遣制度を利用し、100％情報が得られることの素晴らしさを実感し

てみてください。 

 

現在開催中！ 
◎手話通訳者養成講座 場所:県社会福祉研修センター（当センターの入っている建物） 

11/27 に公開講義があります！詳細は HP、またはお問い合わせください。 

◎要約筆記奉仕員養成講座 場所:にこふる(鶴岡) 

10/30 に公開講義があります！詳細は HP、またはお問い合わせ下さい。 

 

編集後記 

最近の台風は、勢力が強い＋スピードが遅いという特徴があり被害を大きくしています。台風
12 号・15 号上陸の際は、避難勧告・指示の防災無線が聞こえないという問題が起きまし
た。音での情報伝達の困難さは、もはや聴覚障がい者だけの問題ではないのです。災害時の
最も必要とされる「情報」を一人一人に確実に届ける方法を考えていかなくてはなりません。 



山形県聴覚障がい者情報支援センター山形市小白川町 2-3-30  T/F 023-666-7616 
HP http://y-mimi.sakura.ne.jp メール y-mimi@white.plala.or.jp  





 

～振動呼出し器～ 


